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トピックスⅣ

新しいワクチンの国内導入

図 2: 現時点でのパンデミック（H1N1）2009 に対するインフルエンザワクチン標準的接種スケジュール（目安）

平成 21 年 11 月 17 日現在

　2009 年 10 月 16 日に、ヒトパピローマウイル

スワクチンと肺炎球菌 7 価結合型ワクチンの製

造販売承認がなされた。接種開始の時期は明確

に定められていないが、今後、国家検定を経て、

任意接種として国内で接種可能となる。

　さらに、15 年以上前から国内で接種可能であっ

た肺炎球菌 23 価多糖体ワクチンは、これまで 2

回目の接種が禁忌であった。しかし、上記ワク
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チンの承認と同じ日に、必要性を慎重に考慮し

た上で、前回接種から十分な間隔を確保すれば

再接種が可能との判断がなされた。

　上記いずれのワクチンも、Hib ワクチンと同

様に、定期予防接種化が期待されているワクチ

ンである。

ま た、2009 年 春 に 発 生 し た パ ン デ ミ ッ ク

（H1N1）2009 に対するインフルエンザワクチン

は、従来の季節性インフルエンザワクチンと同

じ製法により、国内で製造され、2009 年 10 月

から、国の事業として優先接種対象者から順番

に接種が始まっている（図 2）。詳細は、厚生労

働省のホームページ http://www.mhlw.go.jp/bunya/

kenkou/kekkaku-kansenshou04/inful_vaccine.html に

掲載されているので参照して欲しい。今後は海

外で製造された輸入ワクチンについても検討が

なされる予定であるが、2009 年 11 月現在、国

内製造以外の輸入インフルエンザワクチンは接

種されていない。


